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マルチコピー機を悪用した詐欺
県内において、コンビニエンスストアのマルチコピー機

を悪用したとみられる詐欺が発生しています。
事案を紹介しますので、家族、友人などにも共有をお願

いします。

被害者被害者

被害者に容疑が
あると信じ込ま
せるニセの書類

警察です
あなたに犯罪の容疑
がかかっています。
コンビニに行ってく
ださい

コピー機で予約番号
○○○○を入力して
印刷してください
証拠の書類です

コンビニ

～コンビニエンスストア店員の方へ～
○ 携帯電話で通話をしながらマルチコピー機を操作
○ 高齢者や不慣れの様子の方がマルチコピー機を操作

これらの方は詐欺の被害に遭っている可能性があります。
「誰かに指示されていませんか？」との声掛けや、利用目
的の確認をお願いします。
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